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令和元年（2019年）８月１日 か ま く ら 議 会 だ よ り 第２４６号　　（４）

　会　派　名

　議　員　名

主　　　な　　　議　　　案　　　等 議決結果

公　

明　

党

鎌
倉
市
議
会

議　

員　

団

日
本
共
産
党

鎌
倉
市
議
会

議　

員　

団

鎌
倉
み
ら
い

自
由
民
主
党

鎌
倉
市
議
会

議 

員 

団

鎌 

倉 

の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を

考
え
る
会

神　

奈　

川

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

運
動
・
鎌
倉

鎌　
　

倉　
　

夢

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
会

無 

所 

属
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
大
石　
和
久

西
岡　
幸
子

納
所　
輝
次

吉
岡　
和
江

武
野　
裕
子

高
野　
洋
一

山
田　
直
人

池
田　
　
実

前
川　
綾
子

森　
　
功
一

志
田　
一
宏

伊
藤　
倫
邦

中
村　
聡
一
郎

久
坂　
く
に
え

河
村　
琢
磨

保
坂　
令
子

安
立　
奈
穂

髙
橋　
浩
司

日
向　
慎
吾

千　
　
一

く
り
は
ら 

え
り
こ

長
嶋　
竜
弘

竹
田　
ゆ
か
り

松
中　
健
治

欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

欠 ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

欠 ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

欠 ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

欠 ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ○ ○ ○

欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
欠 ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ―

欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○：賛成　－：反対　欠：欠席
※�会派は、政策を中心とした同一の理念を共有
する２人以上の議員で構成されます。本市議
会では、会派に属する議員は代表質問や、議
会運営委員会の委員となり、議会運営に関す
る協議を行うことができます。

※◎は会派の代表者
※久坂くにえ議員は議長のため、採決には参加
　していません。

※６月定例会では市長提出議案22件、委員会提出議案１件、請願１件、陳情４件の採決を行いました。
　下記以外の議案等への賛否については、議会事務局へお問い合わせください。

※令和元年（2019年）６月５日付で「公明党鎌倉市議会議員団」の代表者は大石和久議員に、「鎌倉みらい」の代表者は山田直人議員に、「自由民主党鎌倉市議会議員団」の代表者は森功一議員に、
　「鎌倉のヴィジョンを考える会」の代表者は中村聡一郎議員に変更。

議 決 さ れ た 主 な 議 案 等

条
例

第11号 鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の
制定について 可決

第15号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第24号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料
等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

補
正
予
算

第22号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算（第２号）
（プレミアム付商品券事業に係る経費等） 可決

第25号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算（第３号）
（幼児教育無償化事業に係る経費等） 可決

請
願 第1号 鎌倉駅東口駅前広場整備工事のレイアウト見直しを求める請

願書 不採択

陳
情

第２号 岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情 採択
第４号 岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情 採択
第３号 深沢地域の新しいまちづくりの早期実施についての陳情 採択

第６号「幼児教育・保育の無償化制度」に関し、国への意見書の提出についての陳情 採択

　
６
月
定
例
会
で
は
、
委
員
会
か

ら
１
件
の
議
案
が
、
市
長
か
ら
22

件
の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
主
な
議
案
の
内
容
お
よ
び
議
会

に
お
け
る
議
決
結
果
は
次
の
と
お

り
で
す
。

《
市
長
提
出
議
案
》

条
例
関
係
議
案

鎌
倉
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給

与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

令
和
２
年
４
月
１
日
に
施
行
さ

れ
る
地
方
公
務
員
法
お
よ
び
地
方

自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

に
基
づ
き
、
会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
本
市
の
会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
お
よ
び
費
用
弁
償
に
つ
い

て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と

と
す
る
も
の
で
、
令
和
２
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
子
ど
も
会
館
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
　

鎌
倉
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
に
お
け
る
子

ど
も
の
家
の
面
積
に
係
る
基
準
要

件
が
令
和
２
年
４
月
か
ら
適
用
さ

れ
る
こ
と
を
受
け
、
う
え
き
子
ど

も
の
家
「
さ
わ
が
に
」
の
利
用
定

員
が
子
ど
も
の
家
の
子
ど
も
室
の

み
の
面
積
で
算
出
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
こ
と
か
ら
、
植
木
子
ど
も
会

館
の
プ
レ
イ
ル
ー
ム
を
子
ど
も
の

家
の
子
ど
も
室
へ
転
用
す
る
こ
と

で
、
現
行
の
利
用
定
員
を
確
保
す

る
た
め
、
子
ど
も
会
館
を
廃
止
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
令
和
２
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

　

昨
年
度
は
、
陳
情
が
43
件
出
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
採
択
さ
れ

た
の
が
７
件
（
16
・
３
％
）、
不

採
択
は
１
件
（
２
・
３
％
）
で
し

た
。
一
方
、
継
続
審
査
と
な
っ
た

の
は
22
件
（
51
・
２
％
）、
取
り

下
げ
や
配
付
の
み
、
議
決
不
要
で

審
査
を
し
な
か
っ
た
の
は
合
わ
せ

て
13
件
（
30
・
２
％
）
で
し
た
。

陳
情
が
出
さ
れ
る
と
議
員
は
、
そ

の
地
域
、
そ
の
経
過
を
よ
く
調
査

し
、
法
令
に
照
ら
し
、
陳
情
さ
れ

た
方
の
気
持
ち
も
酌
ん
で
委
員
会

に
臨
み
ま
す
。
請
願
は
、
憲
法
第

16
条
で
保
障
さ
れ
た
権
利
で
す
。

鎌
倉
市
で
は
、
陳
情
も
請
願
と
同

様
の
扱
い
で
審
査
し
ま
す
。「
議

会
だ
よ
り
」
で
は
請
願
・
陳
情
の

結
果
を
で
き
る
限
り
報
告
す
る
こ

と
を
心
掛
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
武
野　

裕
子
）

　
議
会
広
報
委
員
会

�

委
員
長　
武
野　
裕
子

�

副
委
員
長　
納
所　
輝
次

�

委　
　
員　
安
立　
奈
穂

�

委　
　
員　
森　
　
功
一

�

委　
　
員　
日
向　
慎
吾�

�

委　
　
員　
山
田　
直
人

�

委　
　
員　
中
村
聡
一
郎

編
集
後
記

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
保
育

料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行

令
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
特
定

教
育
・
保
育
施
設
お
よ
び
特
定
地

域
型
保
育
事
業
者
か
ら
保
育
等
を

受
け
る
場
合
の
保
育
料
の
負
担
軽

減
措
置
の
拡
充
等
を
行
う
た
め
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
ほ
か
、
所

要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の

で
、
本
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
が
、
経
過

措
置
と
し
て
、
改
正
後
の
同
条
例

の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
受
け

る
特
定
教
育
・
保
育
等
に
係
る
保

育
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
受
け
た
特
定
教
育
・
保
育
等

に
係
る
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
を
規
定
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

補
正
予
算

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
は
総
員
の
賛
成
に
よ
り
、

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

は
、
多
数
の
賛
成
に
よ
り
原
案

を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
に

係
る
経
費
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成

事
業
に
係
る
経
費
、（
仮
称
）
北

鎌
倉
保
育
園
整
備
事
業
に
係
る
経

費
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
水
漏
れ
事
故
賠
償
金
、
健
康

管
理
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業
に
係
る

経
費
、
深
沢
地
域
整
備
事
業
推
進

参
与
報
酬
、
御
成
小
学
校
旧
講
堂

改
修
事
業
に
係
る
経
費
を
追
加
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
歳
入
歳
出

と
も
に
12
億
３
７
１
８
万
５
千
円

を
増
額
し
、
補
正
後
の
総
額
は
、

６
２
６
億
５
２
３
７
万
３
千
円
と

な
り
ま
す
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

幼
児
教
育
無
償
化
事
業
に
係
る

経
費
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
歳
入
歳
出
と
も
に
７
５
９
８

万
７
千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の

総
額
は
６
２
７
億
２
８
３
６
万
円

と
な
り
ま
す
。

《
人
事
案
件
》

教
育
委
員
会
委
員

　

教
育
委
員
会
委
員
の
任
期
満
了

に
よ
る
後
任
者
と
し
て
、
引
き
続

き
次
の
方
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
議
会
で
は
総
員
の
賛
成
に

よ
り
同
意
し
ま
し
た
。

下し
も

平だ
い
ら

　

久く

美み

子こ

氏（
西
鎌
倉
在
住
）

任
期
は
、
令
和
元
年
６
月
23
日
か

ら
４
年
間
で
す
。

５
月
臨
時
会

　

緊
急
に
議
会
の
議
決
を
必
要
と

す
る
案
件
が
生
じ
た
た
め
５
月
28

日
に
臨
時
会
を
開
催
し
、
市
長
か

ら
４
件
の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。

 

平
成
31
年
（
ネ
）
第
３
３
８
号
損

害
賠
償
請
求
控
訴
事
件
の
上
告
受

理
申
立
て
に
つ
い
て
（
旧
レ
イ
・

ウ
ェ
ル
鎌
倉
）

　

旧
レ
イ
・
ウ
ェ
ル
鎌
倉
の
土
地

建
物
を
買
い
受
け
た
相
手
方
か

ら
、
建
物
の
建
材
に
ア
ス
ベ
ス
ト

が
残
存
し
て
お
り
、
そ
の
解
体
撤

去
に
当
初
の
見
積
も
り
よ
り
も
費

用
を
要
し
た
こ
と
か
ら
、
ア
ス
ベ

ス
ト
除
去
工
事
費
用
に
相
当
す
る

８
６
８
３
万
２
千
円
と
遅
延
損
害

金
等
の
支
払
い
を
本
市
に
対
し
て

求
め
ら
れ
て
い
た
訴
訟
に
つ
い

て
、
第
１
審
の
横
浜
地
方
裁
判
所

で
は
、
相
手
方
の
請
求
を
全
て
棄

却
す
る
と
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
判
決
を
不
服
と
し

て
相
手
方
か
ら
控
訴
さ
れ
、
新
た

な
主
張
や
証
拠
が
示
さ
れ
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
年
５
月

16
日
に
第
２
審
の
東
京
高
等
裁
判

所
か
ら
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害

賠
償
請
求
に
は
一
部
理
由
が
あ

り
、
こ
れ
を
全
て
理
由
が
な
い
と

し
て
棄
却
し
た
第
１
審
の
判
決
は

失
当
で
あ
り
、
本
件
控
訴
は
一
部

理
由
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
１
審

の
判
決
を
取
り
消
し
、
本
市
に
損

害
賠
償
請
求
額
の
一
部
等
の
支
払

い
を
命
じ
る
判
決
が
言
い
渡
さ
れ

ま
し
た
。
本
市
は
こ
の
判
決
に
不

服
が
あ
る
た
め
、
最
高
裁
判
所
に

上
告
受
理
申
し
立
て
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に

よ
り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

　

そ
の
他
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

◎�

鎌
倉
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
関

す
る
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い

て
◎�

令
和
元
年
度
鎌
倉
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
係
る

専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て

◎�

令
和
元
年
度
鎌
倉
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
に
係
る
専
決
処
分
の
承

認
に
つ
い
て

　

議
会
で
は
、
い
ず
れ
も
総
員

の
賛
成
に
よ
り
、
原
案
を
承
認

し
ま
し
た
。

　

６
月
11
日
に
開
催
さ
れ

た
、
全
国
市
議
会
議
長
会
第

95
回
定
期
総
会
に
お
い
て
、

池
田
実
議
員
、
高
野
洋
一
議

員
が
、
議
員
在
職
10
年
以
上

一
般
表
彰
を
受
章
し
ま
し
た
。

全
国
市
議
会
議
長
会

か
ら
議
員
在
職

10
年
表
彰
を
受
章

高野洋一議員　　　池田実議員


